
令 和 ４ 年
３月25日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
税
務
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
立
萩
看
護
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
医
務
保
険
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
障
害
者
支
援
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
障
害
者
支
援
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
（
障
害
者
支
援
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
（
障
害
者
支
援
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

福
祉
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
障
害
者
支
援
課
）
…
…
…
六

障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
障
害
者
支
援
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
障
害
者
支
援
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
（
障
害
者
支
援
課
）

六
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
こ
ど
も
家
庭
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
都
市
計
画
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
告
示

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請
の
概
要（
環
境
政
策
課
）
…
…
…
七

特
定
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
期
間
の
延
長
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
自
然
保
護
課
）

九

…
…
…
…
…
…
…
…

特
定
鳥
獣
の
捕
獲
等
の
禁
止
及
び
制
限
の
解
除
（
自
然
保
護
課
）

九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）

九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）

九

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）

一
〇

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
機
関
の
指
定
（
二
件
）
（
厚
政
課
）

一
〇

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
農
林
水
産
政
策
課
）

一
〇

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

保
安
林
予
定
森
林
（
柳
井
市
）
（
森
林
整
備
課
）

一
〇

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

通
行
す
る
車
両
の
総
重
量
の
最
高
限
度
が
二
十
五
ト
ン
で
あ
る
道
路
の
指
定
（
道
路
整
備
課
）

一
一

…
…
…
…
…

通
行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
の
指
定
（
道
路
整
備
課
）

一
一

…
…
…
…

○
公
安
委
告
示

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

一
一

…
…
…
…
…

○
雑
報

個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
の
状
況
の
公
表

一
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
報
の
正
誤
（
令
和
四
年
三
月
八
日
山
口
県
報
）

一
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
二
号

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
五
十
四
号
様
式
（
そ
の
一
）
中
「、

㊹

」
を
「、

㊺

」
に
、
「（

㊿
）

」
を
「（

⠗
）

」

に
、
「

」
を
「

」
に
、

こ
の
通
知
書
に
よ
り
納
付
す

べ
き
加
算
金
額

㊿
こ
の
通
知
書
に
よ
り
納
付
す

べ
き
加
算
金
額

⠗

「

」
を

外
国
関
係
会
社
等
に
係
る
控
除

対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
又
は

個
別
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相

当
額
の
控
除
額

ᾯ

「

」
に
、

税
額
控
除
超
過
額
相
当
額
の
加

算
額

ᾯ
外
国
関
係
会
社
等
に
係
る
控
除

対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
又
は

個
別
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相

当
額
の
控
除
額

㉜

一
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「

を
「

に
、

外
国
の
法
人
税
等
の
額
の
控
除

額
㉜

外
国
の
法
人
税
等
の
額
の
控
除

額
㉝

仮
装
経
理
に
基
づ
く
法
人
税
割

額
の
控
除
額

㉝
仮
装
経
理
に
基
づ
く
法
人
税
割

額
の
控
除
額

㉞
利
子
割
額
の
控
除
額

(控
除
し
た
金
額
㊻
)

㉞
利
子
割
額
の
控
除
額

(控
除
し
た
金
額
㊼
)

㉟
差
引
法
人
税
割
額

ᾭ
－
ᾮ
－
ᾯ
－
㉜
－
㉝
－
㉞
㉟

差
引
法
人
税
割
額

ᾭ
－
ᾮ
＋
ᾯ
－
㉜
－
㉝
－
㉞
－
㉟
㊱

既
に
納
付
の
確
定
し
た
当
期
分

の
法
人
税
割
額

㊱
既
に
納
付
の
確
定
し
た
当
期
分

の
法
人
税
割
額

㊲
租
税
条
約
の
実
施
に
係
る
法
人

税
割
額
の
控
除
額

㊲
租
税
条
約
の
実
施
に
係
る
法
人

税
割
額
の
控
除
額

㊳
既
還
付
請
求
利
子
割
額
が
過
大

で
あ
る
場
合
の
納
付
額
(㊾
)
㊳

既
還
付
請
求
利
子
割
額
が
過
大

で
あ
る
場
合
の
納
付
額
(㊿
)
㊴

こ
の
通
知
書
に
よ
り
納
付
す
べ

き
法
人
税
割
額

㉟
－
㊱
－
㊲
＋
㊳

㊴

こ
の
通
知
書
に
よ
り
納
付
す
べ

き
法
人
税
割
額

㊱
－
㊲
－
㊳
＋
㊴

㊵

均等割額

算
定
期
間
中
に
お
い
て
事

務
所
等
を
有
し
て
い
た
月

数
㊵

均等割額

算
定
期
間
中
に
お
い
て
事

務
所
等
を
有
し
て
い
た
月

数
㊶

円
×
㊵12
㊶

円
×
㊶12
㊷

既
に
納
付
の
確
定
し
た
当

期
分
の
均
等
割
額

㊷
既
に
納
付
の
確
定
し
た
当

期
分
の
均
等
割
額

㊸
こ
の
通
知
書
に
よ
り
納
付

す
べ
き
均
等
割
額
㊶
－
㊷㊸

こ
の
通
知
書
に
よ
り
納
付

す
べ
き
均
等
割
額
㊷
－
㊸㊹

こ
の
通
知
書
に
よ
り
納
付
す
べ

き
県
民
税
額
㊴
＋
㊸

㊹
こ
の
通
知
書
に
よ
り
納
付
す
べ

き
県
民
税
額
㊵
＋
㊹

㊺

」

」

「

」
を

利
子

割
額

(控
除
さ
れ
る
べ
き
額
)
㊺

控
除
し
た
金
額

( ᾭ
－
ᾮ
－
ᾯ
－
㉜
－
㉝

と
㊺
の
う
ち
少
な
い
額 )㊻

控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金

額
㊺
－
㊻

㊼
既
に
還
付
を
請
求
し
た
利

子
割
額

㊽
既
還
付
請
求
利
子
割
額
が

過
大
で
あ
る
場
合
の
納
付

額
㊽
－
㊼

㊾

「

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
二
）
中

利
子

割
額

(控
除
さ
れ
る
べ
き
額
)
㊻

控
除
し
た
金
額

( ᾭ
－
ᾮ
＋
ᾯ
－
㉜
－
㉝
－
㉞

と
㊻
の
う
ち
少
な
い
額

)㊼
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金

額
㊻
－
㊼

㊽
既
に
還
付
を
請
求
し
た
利

子
割
額

㊾
既
還
付
請
求
利
子
割
額
が

過
大
で
あ
る
場
合
の
納
付

額
㊾
－
㊽

㊿

「、
⠙

」
を
「、

⠚

」
に
、
「（

⠟
）

」
を
「（

⠠
）

」
に
、

「

」
を

外
国
関
係
会
社
等
に
係
る
控
除
対
象
所
得
税

額
等
相
当
額
又
は
個
別
控
除
対
象
所
得
税
額

等
相
当
額
の
控
除
額

㊵

「

」
に
、

税
額
控
除
超
過
額
相
当
額
の
加
算
額

㊵
外
国
関
係
会
社
等
に
係
る
控
除
対
象
所
得
税

額
等
相
当
額
又
は
個
別
控
除
対
象
所
得
税
額

等
相
当
額
の
控
除
額

㊶

「

を
「

に
、

外
国
の
法
人
税
等
の
額
の
控
除

額
㊶

外
国
の
法
人
税
等
の
額
の
控
除

額
㊷

仮
装
経
理
に
基
づ
く
法
人
税
割

額
の
控
除
額

㊷
仮
装
経
理
に
基
づ
く
法
人
税
割

額
の
控
除
額

㊸
利
子
割
額
の
控
除
額

(控
除
し
た
金
額
⠛
)

㊸
利
子
割
額
の
控
除
額

(控
除
し
た
金
額
⠜
)

㊹
差
引
法
人
税
割
額

㊳
－
㊴
－
㊵
－
㊶
－
㊷
－
㊸
㊹

差
引
法
人
税
割
額

㊳
－
㊴
＋
㊵
－
㊶
－
㊷
－
㊸
－
㊹
㊺

既
に
納
付
の
確
定
し
た
当
期
分

の
法
人
税
割
額

㊺
既
に
納
付
の
確
定
し
た
当
期
分

の
法
人
税
割
額

㊻
租
税
条
約
の
実
施
に
係
る
法
人

税
割
額
の
控
除
額

㊻
租
税
条
約
の
実
施
に
係
る
法
人

税
割
額
の
控
除
額

㊼
既
還
付
請
求
利
子
割
額
が
過
大

で
あ
る
場
合
の
納
付
額
(⠞
)
㊼

既
還
付
請
求
利
子
割
額
が
過
大

で
あ
る
場
合
の
納
付
額
(⠟
)
㊽

こ
の
通
知
書
に
よ
り
納
付
す
べ

き
法
人
税
割
額

㊹
－
㊺
－
㊻
＋
㊼

㊽

こ
の
通
知
書
に
よ
り
納
付
す
べ

き
法
人
税
割
額

㊺
－
㊻
－
㊼
＋
㊽

㊾

均等割額

算
定
期
間
中
に
お
い
て
事

務
所
等
を
有
し
て
い
た
月

数
㊾

均等割額

算
定
期
間
中
に
お
い
て
事

務
所
等
を
有
し
て
い
た
月

数
㊿

円
×
㊾12
㊿

円
×
㊿12
⠗

既
に
納
付
の
確
定
し
た
当

期
分
の
均
等
割
額

⠗
既
に
納
付
の
確
定
し
た
当

期
分
の
均
等
割
額

⠘
こ
の
通
知
書
に
よ
り
納
付

す
べ
き
均
等
割
額
㊿
－
⠗⠘

こ
の
通
知
書
に
よ
り
納
付

す
べ
き
均
等
割
額
⠗
－
⠘⠙

こ
の
通
知
書
に
よ
り
納
付
す
べ

き
県
民
税
額
㊽
＋
⠘

⠙
こ
の
通
知
書
に
よ
り
納
付
す
べ

き
県
民
税
額
㊾
＋
⠙

⠚

」

」

「

「

利
子

割
額

(控
除
さ
れ
る
べ
き
額
)

⠚
利

子
割

額
(控
除
さ
れ
る
べ
き
額
)

⠛
控

除
し

た
金

額

( ㊳
－
㊴
－
㊵
－
㊶
－
㊷

と
⠚
の
う
ち
少
な
い
額 )

⠛

控
除

し
た

金
額

( ㊳
－
㊴
＋
㊵
－
㊶
－
㊷
－
㊸

と
⠛
の
う
ち
少
な
い
額

)
⠜

二
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控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額

⠚
－
⠛

⠜
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額

⠛
－
⠜

⠝

既
に
還
付
を
請
求
し
た
利
子
割
額⠝

既
に
還
付
を
請
求
し
た
利
子
割
額⠞

既
還
付
請
求
利
子
割
額
が
過
大
で

あ
る
場
合
の
納
付
額
⠝
－
⠜

⠞
既
還
付
請
求
利
子
割
額
が
過
大
で

あ
る
場
合
の
納
付
額
⠞
－
⠝

⠟

」
を

」
に
、

「

」
を

こ
の
通
知
書
に
よ
り

納
付
す
べ
き
加
算
金

額
⠟

「

」
に
改
め
る
。

こ
の
通
知
書
に
よ
り

納
付
す
べ
き
加
算
金

額
⠠

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
立
萩
看
護
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
三
号

山
口
県
立
萩
看
護
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
立
萩
看
護
学
校
学
則
（
平
成
六
年
山
口
県
規
則
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
七
条
関
係
）

教

育

内

容

科

目

単
位
数

基礎分

科
学
的
思
考
の
基
盤

論

理

学

一

教

育

学

一

情

報

科

学

一

生

命

と

倫

理

一

看
護
研
究
の
基
礎

一

心

理

学

二

文

化

人

類

学

一

社

会

学

一

野

人
間
と
生
活
・
社
会
の
理
解

医

療

英

語

一

文

学

一

社

会

生

活

論

一

人

間

関

係

論

一

健

康

と

運

動

一

小

計

一
四

専門基礎分野

人
体
の
構
造
と
機
能

解

剖

学

二

看
護
形
態
機
能
学

一

生

理

学

二

生

化

学

一

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復
の

促
進

病

理

学

一

病

態

症

候

学

一

臨

床

医

学

⚑

一

臨

床

医

学

⚒

一

臨

床

医

学

⚓

一

臨

床

医

学

⚔

一

微

生

物

学

一

薬

理

学

総

論

一

薬

理

学

各

論

一

栄

養

学

一

健
康
支
援
と
社
会
保
障
制
度

保

健

医

療

論

二

公

衆

衛

生

学

一

社

会

福

祉

二

関

係

法

規

一

小

計

二
二

看
護
学
概
論
⚑

一

看
護
学
概
論
⚒

一

基
礎
看
護
技
術
⚑

一

二
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専門

基

礎

看

護

学

基
礎
看
護
技
術
⚒

一

基
礎
看
護
技
術
⚓

一

基
礎
看
護
技
術
⚔

一

基
礎
看
護
技
術
⚕

一

基
礎
看
護
技
術
⚖

二

臨
床
看
護
総
論
⚑

一

臨
床
看
護
総
論
⚒

一

地
域
・
在
宅
看
護
論

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
論
⚑

一

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
論
⚒

一

地
域
・
在
宅
看
護
概
論

一

地
域
・
在
宅
看
護
援
助
論

⚑

一

地
域
・
在
宅
看
護
援
助
論

⚒

一

地
域
・
在
宅
看
護
援
助
論

⚓

一

成

人

看

護

学

成
人
看
護
学
概
論

一

成
人
看
護
援
助
論
⚑

一

成
人
看
護
援
助
論
⚒

一

成
人
看
護
援
助
論
⚓

一

成
人
看
護
援
助
論
⚔

一

成
人
看
護
援
助
論
⚕

一

老

年

看

護

学

老
年
看
護
学
概
論

一

老
年
看
護
援
助
論
⚑

一

老
年
看
護
援
助
論
⚒

一

老
年
看
護
援
助
論
⚓

一

小

児

看

護

学

小
児
看
護
学
概
論
⚑

一

小
児
看
護
学
概
論
⚒

一

小
児
看
護
援
助
論
⚑

一

小
児
看
護
援
助
論
⚒

一

母
性
看
護
学
概
論

一

分野

母

性

看

護

学

母
性
看
護
援
助
論
⚑

一

母
性
看
護
援
助
論
⚒

一

母
性
看
護
援
助
論
⚓

一

精

神

看

護

学

精
神
看
護
学
概
論
⚑

一

精
神
看
護
学
概
論
⚒

一

精
神
看
護
援
助
論
⚑

一

精
神
看
護
援
助
論
⚒

一

看
護
の
統
合
と
実
践

看
護
の
統
合
と
実
践
⚑

一

看
護
の
統
合
と
実
践
⚒

一

看
護
の
統
合
と
実
践
⚓

一

看
護
の
統
合
と
実
践
⚔

一

小

計

四
三

臨

地

実

習

基
礎
看
護
学
実
習
⚑

一

基
礎
看
護
学
実
習
⚒

二

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
実
習

一

在
宅
看
護
論
実
習

二

成
人
・
老
年
看
護
学
実
習

⚑

二

成
人
・
老
年
看
護
学
実
習

⚒

二

成
人
・
老
年
看
護
学
実
習

⚓

二

成
人
・
老
年
看
護
学
実
習

⚔

二

老
年
看
護
学
実
習

一

小
児
看
護
学
実
習

二

母
性
看
護
学
実
習

二

精
神
看
護
学
実
習

二

統

合

実

習

二

小

計

二
三

合

計

一
〇
二

附

則
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（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

改
正
後
の
山
口
県
立
萩
看
護
学
校
学
則
別
表
第
一
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
入

学
す
る
学
生
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
入
学
し
て
現
に
在
学
中
の
学
生
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
四
号

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施

行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
山
口
県
規
則
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
三
か
ら
第
七
条
の
五
ま
で
及
び
第
三
十
九
条
の
二
中
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
を

「
講
じ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
三
及
び
第
三
十
九
条
の

二
の
改
正
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
五
号

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平

成
二
十
四
年
山
口
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
の
規
定
中
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
を
「
講
じ
な
け
れ

ば
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
九
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和

六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
六
号

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十

四
年
山
口
県
規
則
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
か
ら
第
七
条
の
四
ま
で
の
規
定
中
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
を
「
講
じ
な
け
れ

ば
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
二
の
改
正
規
定
は
、
令

和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
七
号

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十

五
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四
年
山
口
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
及
び
第
九
条
中
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
を
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
六

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
祉
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
八
号

福
祉
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

福
祉
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
山
口
県

規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
及
び
第
八
条
中
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
を
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
六

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
九
号

障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
山

口
県
規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
中
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
を
「
講
じ
な
け
れ
ば
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
八
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和

六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
号

指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行

規
則
（
平
成
二
十
四
年
山
口
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
の
二
か
ら
第
十
三
条
の
四
ま
で
の
規
定
中
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
を
「
講
じ
な

け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
の
二
の
改
正
規
定
は
、

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
一
号

指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平

成
二
十
四
年
山
口
県
規
則
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
二
条
の
二
及
び
第
十
二
条
の
三
中
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
を
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「
講
じ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定

は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
二
号

山
口
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
口
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
の
⟹表
中
「2.5セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル

」
を
「2.4セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
三
号

山
口
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
口
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
中
「5.5セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
⚔
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

」
を
「⚔

セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
⚓
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

」
に
、
「は

り
付
け
欄

」
を
「貼

付
け
欄

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
七
十
六
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前

評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
は
、
令
和
四
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
四
月
十
四
日
ま
で
の

間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及
び
防
府
市
生
活
環
境
部
生
活
安
全
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ワ
イ
テ
ッ
ク

住

所

広
島
県
安
芸
郡
海
田
町
曽
田
三
番
地
七
四

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

株
式
会
社
ワ
イ
テ
ッ
ク
防
府
工
場

所
在
地

防
府
市
大
字
浜
方
五
三
四
番
地
二
七

三

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

㈠

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

種

類

構

造

使

用

の

方

法

能

力

(㎡
／
時
)

工
事
着
手

予

定

年
月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
開
始

予

定

年
月
日

使
用
時
間

間

隔
一
日
当
た

り
の
使
用

時

間
季
節
的
変

動
の
概
要

六
五

四
〇
〇
令
和
四
、

四
、
一
五
令
和
四
、

四
、
一
五
令
和
四
、

四
、
一
五
連

続
二
二
時
間
変
動
な
し

備
考

「
六
五
」
と
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
六

十
五
号
の
酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
表
面
処
理
施
設
を
い
う
。
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㈡

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

種

類

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

六
五

一
〇
・
五

一
〇

～一
二

二
二
〇

一
、
二
五
〇

四
五

六
〇

一
三
〇

二
五
〇

五
八
〇

一
、
二
〇
〇

六
〇

七
〇

備
考

㈠
の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

四

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

㈠

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

種

類

構

造

能

力

(㎥
／
時
)

処
理
の
方
式

使
用
時
間

間

隔

一
日
当
た
り

の
使
用
時
間

季
節
的
変
動
の

概

要

工
事
着
手
予
定

年

月

日

工
事
完
成
予
定

年

月

日

使
用
開
始
予
定

年

月

日

排
水
処
理
施
設

鋼
板
製
・
ス
テ
ン
レ

ス
製

二

凝
集
沈
殿
・
ろ
過

連

続

二

二

時

間

変

動

な

し

令
和
四
、四
、
一
五

令
和
四
、四
、
一
五

令
和
四
、四
、
一
五

〃

〃

一
・
五

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

㈡

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び
処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

種

類

項

目

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

排
水
処
理
施
設

処
理
前

一
〇
・
五

一
〇

～一
二

二
二
〇
一
、二
五
〇

四
五

六
〇
二
、五
〇
〇

一
三
〇

二
五
〇

五
八
〇
一
、二
〇
〇

四
〇

四
五

処
理
後

七

六

～

八

二
〇
・
三

二
五

一

一
〇

五

一
三

三
〇

〇
・
三

八

〃

〃

〃

処
理
前

一
〇
・
五

一
〇

～一
二

二
二
〇
一
、二
五
〇

四
五

六
〇
二
、五
〇
〇

一
三
〇

二
五
〇

五
八
〇
一
、二
〇
〇

二
〇

二
五

処
理
後

七

六

～

八

二
〇
・
三

二
五

一

一
〇

五

一
三

三
〇

〇
・
三

八

〃

〃

五

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排
出
水
の
量

排

水

口

排

出

水

の

汚

染

状

態

の

値

排
出
水
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大
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No．1

排

水

口

七

六

～

八

一
九

二
五

一

一
〇

五

一
二

三
〇

〇
・
二

八

六
五
・
六

七
五
・
六

No．3

排

水

口

六

五

～

九

三
〇

六
〇

九

五
〇

一

六
〇

一
二
〇

八

一
六

一
五
・
五

二
〇

山
口
県
告
示
第
七
十
七
号

特
定
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
期
間
の
延
長
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
六
年
山
口
県
告
示
第
五
百
四
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

イ
ノ
シ
シ
の
三

延
長
後
の
捕
獲
等
を
す
る
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一

日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
三

延
長
後
の
捕
獲
等
を
す
る
期
間
に
関
す
る
部
分
中
「
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十

一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

山
口
県
告
示
第
七
十
八
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
鳥
獣
の
捕
獲
等
の
禁
止
及
び
制
限
を
解
除
し
、

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

特
定
鳥
獣
の
捕
獲
等
の
禁
止
及
び
制
限
の
解
除
に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
十
九
年
山
口
県
告
示
第
百

三
十
号
）
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

捕
獲
等
の
猟
法
の
禁
止
を
解
除
す
る
特
定
鳥
獣

イ
ノ
シ
シ

二

捕
獲
等
の
禁
止
を
解
除
す
る
猟
法

く
く
り
わ
な
（
輪
の
直
径
が
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え

十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
で
、
締
付
け
防
止
金
具
及
び
よ
り
も
ど
し
が
装
着
さ
れ
、
か

つ
、
ワ
イ
ヤ
ー
の
直
径
が
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
架
設

三

捕
獲
等
の
猟
法
の
禁
止
を
解
除
す
る
区
域

山
口
県
の
区
域

一

捕
獲
等
の
猟
法
の
禁
止
を
解
除
す
る
特
定
鳥
獣

ニ
ホ
ン
ジ
カ

二

捕
獲
等
の
禁
止
を
解
除
す
る
猟
法

く
く
り
わ
な
（
輪
の
直
径
が
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え

十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
で
、
締
付
け
防
止
金
具
及
び
よ
り
も
ど
し
が
装
着
さ
れ
、
か

つ
、
ワ
イ
ヤ
ー
の
直
径
が
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
架
設

三

捕
獲
等
の
猟
法
の
禁
止
を
解
除
す
る
区
域

山
口
県
の
区
域

山
口
県
告
示
第
七
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

萩
市
国
民
健
康
保
険
大
島
診
療

所
分
室

萩
市
大
島
二
九
〇

令
和
四
、

一
、
一
一

三
田
川
薬
局

周
南
市
大
字
徳
山
五
八
二
七
の
一

〃

二
、

一

山
口
県
告
示
第
八
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

三
田
川
薬
局

周
南
市
大
字
徳
山
五
八
二
七
の
一

令
和
四
、

二
、

一

九
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山
口
県
告
示
第
八
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨

の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

社
会
福
祉
法
人

萩
市
社
会
福
祉

協
議
会

萩
市
大
字
江
向

三
五
六
の
三

萩
市
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

か
が
や
き

萩
市
大
字
椿
三

四
六
〇
の
二

訪
問
看

護

平
成
一
六
、
四
、

一

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

社
会
福
祉
法
人

萩
市
社
会
福
祉

事
業
団

萩
市
大
字
椿
三

四
六
〇
の
二

萩
市
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

か
が
や
き

萩
市
大
字
椿
三

四
六
〇
の
二

介
護
予

防
訪
問

看
護

平
成
二
六
、

一
〇
、

一

山
口
県
告
示
第
八
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

か
い
ご
の
い
ま

づ

山
口
市
阿
知
須

四
八
五
六
の
一

九

有
限
会
社
パ

ナ
ッ
ク
い
ま
づ

山
口
市
阿
知
須

四
八
五
六
の
一

九

福
祉
用

具
貸
与

令
和
四
、二
、

一

山
口
県
告
示
第
八
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

か
い
ご
の
い
ま

づ

山
口
市
阿
知
須

四
八
五
六
の
一

九

有
限
会
社
パ

ナ
ッ
ク
い
ま
づ

山
口
市
阿
知
須

四
八
五
六
の
一

九

介
護
予

防
福
祉

用
具
貸

与

令
和
四
、二
、

一

山
口
県
告
示
第
八
十
四
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
つ
い
て

同
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

区

域

区

分

越
ヶ
浜
区
域

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
十
五
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
、
主
と

し
て
は
え
縄
を
使
用
し
て
ふ
ぐ
又
は
あ
ま
だ
い
を
と
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
漁
業

山
口
県
告
示
第
八
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一
〇
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一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

柳
井
市
伊
保
庄
字
山
根
二
五
七
七
・
一
一
〇
八
一
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、
字
小
野
二
六
〇
九
、
一
一
〇
五
八
、
一
一
〇
五
八
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
一
一
〇
六
五
の
一
、
字
水
谷
二
六
七
六
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
二
六

七
六
の
二
、
二
六
七
七
、
二
六
七
八
の
一
、
二
六
七
八
の
三
、
二
六
七
九
の
一
、
二
六
七
九
の
二
、

二
六
八
〇
、
二
六
八
一
、
二
六
八
二
の
一
、
二
六
八
三
、
二
六
八
九
、
一
二
九
二
八
（
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
椋
木
二
六
八
六
の
一
、
二
六
八
六
の
三
、
二
六
八
七
の
一
、
二
六
八
七
の

三
、
一
一
〇
三
三
の
一
、
一
一
〇
七
二
、
一
一
〇
七
四
、
字
船
河
原
二
六
九
〇
の
五
、
字
後
呂
一
一

二
四
六

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

柳
井
市
伊
保
庄
字
山
根
一
一
〇
八
一
・
字
小
野
一
一
〇
五
八
の
一
・
字
水
谷
二
六
七
六
の

一
・
二
六
七
七
・
一
二
九
二
八
（
以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

⚒

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⚓

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
柳
井
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚔

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
及
び
柳
井
市
経
済
部
農
林
水
産
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
八
十
六
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ

り
、
通
行
す
る
車
両
の
総
重
量
の
最
高
限
度
が
二
十
五
ト
ン
で
あ
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

路
線
名

区

間

指
定
の
期
日

国

道

二
六
二
号

山
口
市
大
内
長
野
字
山
鼻
四
四
七
の
一
地
先
か
ら

同
市
下
小
ḉ
字
中
塚
六
〇
八
の
一
地
先
ま
で

令
和
四
年
四
月
一
日

県

道

下
松
田
布
施

線

下
松
市
葉
山
一
丁
目
八
一
九
の
二
地
先
か
ら

光
市
大
字
小
周
防
字
西
古
土
井
二
二
九
四
の
一
地
先
ま
で

光
市
大
字
小
周
防
字
土
畠
九
五
六
の
一
地
先
か
ら

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
波
野
字
原
河
内
三
二
五
の
一
地
先
ま
で

県

道

柳
井
上
関
線

柳
井
市
南
浜
四
丁
目
六
七
五
の
五
地
先
か
ら

同
市
南
浜
三
丁
目
六
七
八
の
三
地
先
ま
で

県

道

上
久
原
藤
生

停
車
場
線

岩
国
市
玖
珂
町
字
向
ケ
坪
四
七
一
三
の
二
地
先
か
ら

同
市
玖
珂
町
字
世
々
理
三
九
〇
〇
の
一
地
先
ま
で

県

道

串
夜
市
線

周
南
市
大
字
米
光
字
下
防
門
六
八
七
の
四
地
先
か
ら

同
市
大
字
夜
市
字
飛
安
六
九
〇
の
三
地
先
ま
で

山
口
県
告
示
第
八
十
七
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、

通
行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

路
線
名

区

間

指
定
の
期
日

県

道

宇
部
船
木
線

宇
部
市
西
宇
部
南
三
丁
目
一
三
四
七
の
三
地
先
か
ら

山
陽
小
野
田
市
新
有
帆
町
八
四
八
の
六
地
先
ま
で

令
和
四
年
四
月
一
日

県

道

小
野
田
美
東

線

山
陽
小
野
田
市
日
の
出
一
丁
目
一
七
八
二
の
二
〇
地
先
か
ら

同
市
新
有
帆
町
八
一
二
の
一
地
先
ま
で

公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
七
号

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一
年

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
公
安
委
員
会

一
〇
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表
山
口
県
宇
部
警
察
署
の
部
新
川
交
番
の
項
所
管
区
の
欄
中
「
東
小
串
二
丁
目
」
の
下
に
「
、
西
桃

山
一
丁
目
、
西
桃
山
二
丁
目
」
を
加
え
る
。

雑

報

個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
の
状
況
の
公
表

山
口
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
三
年
山
口
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ

り
、
令
和
二
年
度
に
お
け
る
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
し

ま
す
。令

和
四
年
三
月
二
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

⚑
個
人
情
報
の
開
示
の
請
求
及
び
口
頭
に
よ
る
開
示
の
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況

個
人
情
報
の
開
示
の
請
求
及
び
口
頭
に
よ
る
開
示
の
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

⑴
開
示
の
請
求
及
び
申
出
の
件
数
等

（
単
位
件
）

開
示
の
請
求
及
び
申
出
の

件
数

処
理

状
況

開
示

部
分
開
示

非
開
示

未
処
理

そ
の
他

開
示
の
請
求

558
（
5)

253
（
5)

267

2

5

31

開
示
の
申
出

15,807

15,807

0

0

0

0

合
計

16,365
（
5)

16,060
（
5)

267

2

5

31

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
未
処
理
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

⑵
実
施
機
関
別
の
内
訳

（
単
位
件
）

実
施
機
関
の
区
分

開
示
の
請

求
又
は
申

出
の
件
数

処
理

状
況

開
示

部
分
開
示

非
開
示

未
処
理

そ
の
他

総
務

部

97

2

82

2

0

11

総
合
企
画
部

0

0

0

0

0

0

知
産
業
戦
略
部

0

0

0

0

0

0

環
境
生
活
部

19

19

0

0

0

0

健
康
福
祉
部

97
（
2)

77
（
2)

19

0

1

0

商
工
労
働
部

27

26

1

0

0

0

観
光
ス
ポ
ー
ツ
文

化
部

1

1

0

0

0

0

農
林
水
産
部

0

0

0

0

0

0

事
土
木
建
築
部

18

2

13

0

0

3

会
計
管
理
局

0

0

0

0

0

0

計

259
（
2)

127
（
2)

115

2

1

14

議
会

0

0

0

0

0

0

教
育
委
員
会

87
（
1)

79
（
1)

4

0

2

2

選
挙
管
理
委
員
会

0

0

0

0

0

0

人
事
委
員
会

130

128

2

0

0

0

監
査

委
員

0

0

0

0

0

0

公
安
委
員
会

15,582

15,582

0

0

0

0

警
察
本
部
長

167

12

144

0

0

11

労
働
委
員
会

0

0

0

0

0

0

収
用
委
員
会

0

0

0

0

0

0

日
本
海
海
区
漁
業
調
整

委
員
会

0

0

0

0

0

0

瀬
戸
内
海
海
区
漁
業
調

整
委
員
会

0

0

0

0

0

0

内
水
面
漁
場
管
理
委
員

会

0

0

0

0

0

0

公
営
企
業
管
理
者

0

0

0

0

0

0

地
方
独
立
行
政
法
人

140
（
2)

132
（
2)

2

0

2

4

合
計

16,365
（
5)

16,060
（
5)

267

2

5

31

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
未
処
理
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

⑶
開
示
を
し
な
い
理
由
の
内
訳

（
単
位
件
）

開
示
を
し
な
い
理
由
の
区
分

部
分
開
示

非
開
示

合
計

法
令

秘
等

情
報
（
第
１
号
)

0

0

0

未
成

年
者

情
報
（
第
２
号
)

1

0

1

第
三

者
情

報
（
第
３
号
)

248

0

248
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法
人

等
情

報
（
第
４
号
)

6

0

6

犯
罪

捜
査

等
情

報
（
第
５
号
)

17

0

17

意
思

形
成

過
程

情
報
（
第
６
号
)

4

0

4

評
価
・
選

考
等

情
報
（
第
７
号
)

88

0

88

行
政

運
営

情
報
（
第
８
号
)

138

2

140

協
力
・
信
頼
関
係
情
報
（
第
９
号
)

79

0

79

合
議

制
機

関
等

情
報
（
第
10号
)

2

0

2

合
計

583

2

585

備
考１
「
開
示
を
し
な
い
理
由
の
区
分
」
欄
の
（
）
内
は
、
山
口
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
16条
の
号
名
で
あ

る
。

２
事
案
に
よ
り
複
数
の
開
示
を
し
な
い
理
由
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
た
め
、
合
計
件
数
は
、
⑴
の
表
の
部

分
開
示
の
件
数
と
非
開
示
の
件
数
と
の
合
計
件
数
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
。

⚒
個
人
情
報
の
訂
正
の
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

個
人
情
報
の
訂
正
の
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

（
単
位
件
）

訂
正
の
請
求
の
件
数

処
理

状
況

訂
正

非
訂
正

未
処
理

そ
の
他

1

0

1

0

0

⚓
個
人
情
報
の
利
用
停
止
の
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

個
人
情
報
の
利
用
停
止
の
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

（
単
位
件
）

利
用
停
止
の
請
求
の

件
数

処
理

状
況

利
用
停
止

非
利
用
停
止

未
処
理

そ
の
他

0

0

0

0

0

⚔
不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
処
理
状
況

不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

（
単
位
件
）

不
服
申
立
て
の

件
数

不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
又
は
裁
決

取
下
げ
審
査
中

認
容

一
部
認
容

棄
却
却

下

4
（
8)

0

0

0
（
4)

0

0

4
（
4)

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
審
査
中
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

正

誤

令
和
四
年
三
月
八
日
山
口
県
報

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

五

上

左
か
ら三

（
二
六●

）
県
営
美
祢
地
区
中
山
間
地
域

総
合
整
備
事
業
（
山
中
工
区
）

（
二
八䀝

）
県
営
美
祢
地
区
中
山
間
地
域

総
合
整
備
事
業
（
山
中
工
区
）

一
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令
和
四
年
三
月
二
十
五
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


